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現在、日本では死亡原因の第一位は 1981 年以来ずっとがんであり、年々増加をしてい

る。日本においては、ずっと緩和ケア病棟を中心に緩和ケア提供体制を作ってきたことによ

り、緩和ケア病棟で亡くなるがん患者しか緩和ケアを受けていない状況が長く続いていた。 

諸外国では 、在宅ケアを中心に緩和ケア提供体制が作ら れてい る 。入所施設 も 、 看取 り を

行 う だけでな く 、 症状マネジ メ ン ト や家族のレ スパイ ト と し て も使われている 。 退所後は 、

多 く の患者は自宅へ戻 り 、 在宅ケア とデイ ケアを使いながら 、 在宅療養を続けている 。 自宅

へ戻る こ と ができ ない患者は 、介護を重点的に提供するナーシングホームにて 、 緩和ケアの

提供を受け る 。 このよ う に 、 患者が一般病院 、緩和ケア施設 、 あ るいは自宅で自分の望む所

を利用でき 、 生活の場 とする こ と を可能にする 。 また三つのどの施設でも一定以上の緩和ケ

アが受けら れるシ ステムにする こ と 、 そ し て緩和ケアの主体 と な る患者の主体的な意志決定

と 参画がな される こ と が必要不可欠であ る 。  

日本において緩和ケアは 、 治癒が望めない患者に対し て行 う ケアだ と 一般には思われてい

る 。 しか し 、 治癒が望めない と判断する病院関係者では 、 統一し た見解はな く 、 この こ と が

緩和ケアの提供に影響している と 思われる 。医師や看護師、福祉関係者への専門研修、患者

側の相談支援窓口の開設、早期から提供できる体制づくり、退院時合同カンファレンス、病

院と在宅の提供体制が一致、在宅の具体的なイメージ提示など、病院や緩和ケア病棟が在宅

療養支援のために果たす役割は大きい。今後 、在宅療養を支援するために 、病院の緩和ケア

チーム と緩和ケア病棟は 、 地域 と 連携を図る試みを推進してい く こ と が重要であ る 。 また 、

早期から緩和ケアが関わってい く ためには 、 緩和ケア外来の働きが大き く 、入院 と外来の担

当者が同一では診療報酬上の評価は現状ではな く 、 緩和ケア病棟 、緩和ケアチーム 、 地域コ

ンサルテーシ ョ ン 、 デイ ケア 、 相談支援窓口の設置について検討するべき であろ う 。  

現在、欧州諸国は医療の供給も財政も公共であるところが多く、米国はその反対で、民間

が中心である。日本は供給が民間、財政は公共の混合型であるために、医療を公共政策とし

て語ってはこなかった。今後日本においても、すべてのがん患者が緩和ケアの恩恵を受けら

れるように、行政の働きが一層強まるであろう。患者の主体的な意志決定と参画がなされる

ように、地域医療圏毎や、中核病院を中心とした医療計画において、緩和ケアの提供体制を

配置し、患者が望む継ぎ目のない緩和ケア提供がなされるよう、地域緩和ケアシステムを構

築していくべきである。 


